
健 第  105号
平成 31年 4月 1日

富山県医師会長 殿

富山県厚生部健康課長
(公 印 省 略 )

「富山県肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業実施要領」の一部
改正について

日頃より、本県の肝炎対策の推進に多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼
申しあげます。
このことについて、厚生労働省から別添写しのとおり通知があり、別添のと
おり標記要領を改正しましたので送付いたします。
つきましては、貴会会員への周知と、適切な運用について格別のご高配をお
願いいたします。
なお、関係機関へは別途送付していることを申し添えます。

1 主な改正内容
別添「新旧対照表」のとおり

2 施行 日
平成 31年 4月 1日から適用

富山県肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業実施要領 新旧対照表
富山県肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業実施要領 (改正後全文)
平成 31年 3月 27日付け健肝発 0327第 1号
「肝がん]重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について (写し)

事務担当 がん対策推進班 舘
TEL:076‐ 444‐ 3224

FAX:076‐444‐ 3496
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富山県肝炎治療特別促進事業実施要領 新旧対照表

富山県肝がん ,重度肝硬変治療研究促造事業実施要領|

第 1～ 8条 (略 )

(肝がん 。重度肝硬変冶療研究促進事業参加証の申請 )

第 9条 本事業に参加 しようとする者 (以下「申請者」という。)は、肝がん 。重
度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 (様式第 1号。以下「交付申請書」
という。)に以下の第 1号～第 3号の区分により、それぞれに掲げる書類を添え
―
て、申請者の住所地を管轄する厚生センター所長等 (富山市にあつては、宮山市
保健所長。以下 「所長等」という。)を経由して知事に申請するものとする。
(1)        (略 )

(2)70歳 以上 75歳未満の申請者
ア～手       (口 各) タ
オ                             申請者及び

申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し
力         (略 )

(3)75歳 以上の申請者  .
ア～工       (略 )

オ       1                    申請者及び

申請者と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し

力         (略 )

第 10～ 13条 (略 )

(参加者証の更新)
第 14条 第 10条第 5項の規定により、参加者証の有効期間満了後も引き続き助
成を受けようとする者は(交付申請書に次の

書類 を添えて、有効期 満了までに所長等を経由して知事に提
出しなければならない。
(1)70歳 未満の中請者 ′
五_坦請者の氏名が記載された医療保険の被保険者証の写し
イ 限度額適用認定証等の写し    ―|

ウ 申請者の住民栗の写し
工 入院記録栗 (医療の給付を受けようとする国の属する月以前の 12月 以内に、

がん 。重度肝硬変治療研究促進事業実施要領

廉研究促進事業参加証の申請)
しようとする者 (以下 「申請者」という。)は、肝がん 。重
導事業参加者証交付申請書 (様式第 1号。以下「交付申請書」
第 1号～第 3号の区分により、それぞれに掲げる書類を添え
を管轄する厚生センター所長等 (富山市にあっては、富山市
長等」というと)を経由して知事に申請するものとする。
(略 )

歳未満の申請者
(略 )

の写し。ただ し、所得区分が一般にあたる者は、申請者及び

帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し

(略 )

請者

(略 )

の写し。ただし、所得匹盆が三般にあたる者は、申請者及び

帯に属するすべての者について記載のある住民票の写し

(略 )

5項の規定により、参加者証の有効期間満了後も引き続き助
者は、委科卑辞碧怪次の処 条に掲げる書類に、第】0条第
た参加者証の写し及び医療保険における所得区分の認定を行

笠を添えてて有効期間満了までに所長等を経由して知事に提
い 。

需

(略 )

(略 )
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2 更新の申請を行う場合には(個人票等及び限度額適用認定証等の写しの添付は
要しないものとする。
3 参加者証を更新する場合の参加者証の有効期間は、更新前の有効期間満了国の
1日 後より1年以内とする。
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1  附 則             ―

(施行期日)・                |        |
この要領は平成 30年 12月 1日 から施行する。ただし、要領上の規定 (第 9条第
1項、第 11条第 1項、第 13条第 2項、第 14条第 lr頁、第 15条、第 16条、第
17条第 2項に限る。)は、富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条
例の一部を改正する条例及び富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する

容舞旨奈ぽ尾摩子幾げ
処理する事務の範囲を定め

,規
則の

下
部を改
千
する規則の施

(別添 1)、 (別添 2)  (略 )

12月 1日 から施行する。ただし、要嶺上の規定 (第 9条第
第13条第 2項、第 14条第 1項、第 15条、第 16条、第
十ま、富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条
及び富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条
する事務の範囲を定める規則の一部を改正する規則の施行の

(略 )

手4月 1日 からダEイ子する^

附 貝J
(施行期日)
この要領は平成 30年
1項、第 11条第 1項、
17条第 2項に限る。 )
例の一部を改正する条例

例に基づき市町村が処理
日から施行する。

F紺  貝1
この要領は、平成 31

(月町弦焦1) 、  (男町シR2)
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・
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(男可坊ミ3)

月千がん 。

τ翻舒手奮楚傷拷笹躍容地2
治療目的の

覧入

1 3. (略 )

4.重度肝硬変 (
(1)～ (2)
(新設)  .

変)の医療行為と判 る薬剤等 (一般名 )
(略 )

(新設)

様式第 1～ 13号 夜
爾

(月
「
!泌ミ3)

肝がん。重度月ギ至更変 (非代償性肝硬変)の治療目的の
入院ど判断するための医療行為下覧

1.～ 3

4.重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為と判断する薬剤等 (一般名)
(1)～ (2)      (略 )

(3)抗 ウイルス治療薬
して 「HCV お ル ス

の

の い

た

5,その他の医療行為
「 の の

が の

する。

ドレナー

・上記以外であつて、肝がん又は重度肝硬変 (非代償性肝硬変)に より発生した
ことが明らかな合併症状に対する治療を目的とした入院であるとして、本事業
の入院医療と判断するもの。なお、当該医療行為については、事前に恕

`道

府県
を通 じてその内容を厚生労働省に情報提供するものとする企

様式第 1～ 13号 (円各)

‐ フ ェ ロ ンン 1

て い

改 正 前改 正 後
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富山県肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業実施要領

(目 的)

第 1条 B型肝炎 ウイルス又はC型肝炎ウイルス感染を原因とした重度肝硬変 (非代償
性肝硬変のことをいうЬ以下同じ。)や肝がんは、長期に渡る療養を要することから、
患者の医療費の負担軽減を図りつつ、肝がん・重度肝硬変の治療効果、患者の生命予

後や生活の質を考慮 し、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕

組みを構築することを目的とする。

(対象疾患)   !
第 2条  この要領による肝がん 。重度肝硬変に対する入院医療費の助成事業の対象疾
患はヽ次の各号に掲げるものとすると          |
(1)B型 肝炎 ウイルスによる重度肝硬変 (非代償性肝硬変 )
(2)B型 月千炎ウイルスによる肝がん
(3)C型 肝炎ウイルスによる重度肝硬変 (非代償性肝硬変 )
(4)c型 月干炎ウイアレスによる月千がん :

(定義及び対象医療)                 ヽ

第 3条  「肝がん 。重度肝硬変入院医療」 とは、前条の対象疾患の患者に対 して行わ
れる入院医療 (保 [父適用)の うち、別に定めるものをい う。
2 「肝がん 。重度肝硬変入院関係医療」 とは、肝がん 。重度肝硬変入院医療及び当
該医療を受けるために必要な検査料、入院料その他当該医療に関係する入院医療で

保険適用となっているもの (当該医療 と無関係な医療は含まない。)をいう。
3 本事業による給付の対象 となる医療は、肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (一部員
担額が健康保 l`父法施行令 (大正 15年勅令第 243号 )第 41条第 7項に規定する特
定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)の うち、当

該医療の行われた月以前の 12月 以内に、第 5条で定める指定医療機関において肝が

ん 。重度肝硬変入院関係医療 (一部負担額が高額療養費算定基準額を超えるものに限

る。)を受けた月数が既に 3月 以上ある月のものとする。 )

(姑象患者 )

第 4条 事業の対象となる患者 (以下 「対象患者」とい う。)は、次の各号に掲げるす
べての要件に該当し、第 10条第 1項により知事の認定を受けた者 とする。



(1)富山県内に住所を有する者
(2)前条第 2項に掲げる医療を必要とする患者であって、医療保険各法 (高齢者の医
療の確保に関する法律 (昭和 57年法律第 80号)に規定する医療保険法各法をい
う。以下同じ。)の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に

i  関する法律の規定による被朱 [父者のうち(保険医療機関 (健康録険法 (大正_14年_二

法律第 70号)に規定する保険医療機関をい う。以下同じ。)であって第 5条で定
める指定医療機関において肝がん 。重度肝硬変入院医療に関し医療保険各法又は高

齢者の医療の確保に関する法律の規定による給付を受けている者

(3)下表の年齢区分に応 じてくそれぞれ同表の階層区分に該当する者

75歳以上 (注 )

70歳以上 75歳未満

r70歳未満

年 1齢 区 分

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が 1割 と

されている者

医療保険者が発行する高齢受給者証の下部負担金の割合

が 2害Jと され
~(い
る者

医療保険者 (介護保険法 (平成 9年法律第 123号)第 7
条第 7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)が発
行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額

認定証の所得額の適用区分が工又はオに該当する者

区 分層階

(注)65歳以上 75歳未満であつて後期高齢者医療制度に加入している者のうち、
後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が 1割とされている者を含む。

(4)第 8条第 3項に定める研究に協力することに同意し、別に定めるところにより、
臨床調査個人票及び同意書 (様式第 2号。以下「個人票等」という。)を提出した

者                             十 ~

2 前項の規定にかかわらず、他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担によ
り、肝がん 。重度肝硬変入院医療に関する給付が行われるべき場合には、その給付の

限度において、支給しないものとする。

(指定医療機関)

_第 5条 知事は、増 らが参力日者証を交付した参力日者が、肝がん =重度月干硬変入院医療を
適切に行うことができ、かう、本事業の実施に協力することができる保険医療機関を

指定医療機関 (以下「指定医療機関」という。)と して指定するものとする。また、

知事は、指定医療機関について、富山県肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業指定医

療機関名簿 (様式第 9号)に より厚生労働大臣へ報告するものとするどなお、知事が、

指定医療機関の指定の取消を行つたときも同様とする。

2 前項の定めによる指定医療機関の指定を受けようとする保険医療機関は、肝がん 。
重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書 (様式第 8号。以下「指定申請



書」という。)を知事に提出するものとする。
3 知事は、対象患者が、他の都道府県知事の指定を受けている指定医療機関において
第 3条 3項に定める医療を受けた場合には、当該指定医療機関を自ら指定した指定医

療機関とみなして、第 3条 3項に定める医療に要 した医療費のうち、第 6条第 2項に

定める金額を交付するものとする。
「

4 指定医療機関は、次に掲げる役割を担うものとする。
(上 )肝がん。重度肝硬変忠者がいる場合、本事業についての説明及び肝がん。童度肝
硬変治療研究促進事業入院医療記録票 (様式第 6号。以下「入院記録票」という。)
の交付を行うことδ

(2)入院記録票の記載を行うことき
(3)患者から依頼があうた場合には、肝がん 。重度肝硬変入院医療に従事している医
師が個人票等を作成し、交付すること。

(4)当該月以前の 12月 以内に指定医療機関において肝がん 。重度肝硬変入院関係医
療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に 3月 以上ある場合
のものとして、本事業の対象となる肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (一部負担額

が特定疾病給付対象療養に係る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)が行
われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。

(5)その他、指定医療機関として本事業に必要な対応にういて協力することも
5 指定医療機関は、指定申請書の内容に変更があつた場合において、速やかに知事に
届け出るものとし、指定医療機関であることを辞退するなど指定医療機関の指定の取

消を求める場合は、対象忠者の利用に支障のないよう十分な時間的余裕をもつて事前

に届けるものとする。

6 知事は、指定医療機関より指定の辞退の申し出があつたとき、指定医療機関が指定
要件を欠くに至ったとき、または、指定医療機関として不適当と認めるものであると

きは、その指定を取り消すことができるものとする。

(事業実施に係る費用 )

第 6条 知事は、指定医療機関に対 し、本事業に必要な費用を、富山県社会保険診療報
酬支払基金 (以下 「支払基金」という。)及び富山県国民健康保険団体連合会 (以下
「国保連」とい う。)に審査支払事務を委託 して、指定医療機関に支払 うものとする。
ただし、知事が必要と認めるときは、対象患者に支払 うことができる。

2 前項の金額は、次の第 1号に規定する額から第 2号に規定する対象忠者が負担する
額を控除した額とする。

(1)医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によ
る医療に要する費用の額の算定方法の例により算定 した当該医療に要する費用の

額の合計額から医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による

医療に関する給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額



(2)⊥ か月 につき ■万円

(入院記録票の管理について)

1第 7条 知事は、B型肝炎 ウイルス又は C型月千炎 ウイルスによる坪 がん二重度肝硬変
と診断された患者 (以下 「肝がん 。重度肝硬変患者」とい う。)に対 し、入院記録
票を交付するものとする。

なお、入院記録票は指定医療機関を経由tて交付できるものとする。
2 入院記録票の交付を受けた肝がん 。重度肝硬変患者は、指定医療機関に入院する
際に入院記録票を当該指定医療機関に提示するものとする。
~3 
入院記録票を提示 された指定

「
医療機関は、

~肝
がん ■重度月干硬変患者が別添 2に定

める病名を有 して、当該指定医療機関に入院 して第 3条第 1項に定める肝がん 。重

度肝硬変入院医療に該当するものとして別添 3に定める医療行為 .(以下 「肝がん 。

重度肝硬変入院医療」とい う。)が実施 された場合は、入院のあった月毎に入院記
録票に所定の事項を記載するものとする。

(臨床調査個人票等)        、

第 8条 知事は、第 4条の定めるところに より、交付申請時に添付 される臨床調査個
人票を、厚生労働省の研究班が当該治療研究事業の基礎資料 として使用することに

ついて同意を得るため、第 9条及び第 14条に規定する申請書において、対象患者
に次に掲げる事項を説明するものとする。

(1)本事業の目的等
(2)肝がん二重度肝硬変治療研究事業参加者証 (様式第 3号。以下 「参加者証」と
い うも)の交付申請及び更新申請にあたっては、臨床調査個人票の研究利用につい

ての同意が必要であり、同意がない場合については、本事業の対象 とならないこと

――――一一二―一‐2__知事イ共 奈隧 木
久の定 :める_ところ_1こよ_,下 矢日事 の需質妻斐姦イ芋え的 とら二提出―さ一

二―

れた個人票等の写しを、認定があつた翌々月の 15日 までに厚生労働大臣に提出す
るものとする。

二£ !厚生労働夫岳に「提:出 した個人票笠は、月干!と んヽ・重度肝硬変:の治療:義柔、二患者の生

命予後や生活の質を考慮 し、最適な治療を選択できるようにするための研究を適切

に行えると認めた者に対 し、前項の規定により知事から提出された個人票等の写 し

を提供するものとする。

(肝がん 9重度肝硬変治療研究促進事業参加証の申請)     ―

第 9条 本事業に参加 しようとする者 (以下 「申請者」 とい う。)は、肝 がん 。重度
肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書 (様式第 1号。以下 「交付申請書」と



い う。)に以下の第 1号～第 3号の区分により、それぞれに掲げる書類を添えて、
申請者の住所地 を管轄する厚生センター所長等 (富山市にあっては、富山市保健所

長と以下 「所長等」とい う。)を経由して知事に申請するものとすると
(1)70歳 未満の申請者   ・
ア 個人票等 (臨床調査個人票については第 5条に定める指定医療機関の医師、同
―意書については原則 として忠者本人が記入 したもの。 )

/ 申請者の氏名が記載 された医療保険の被保険者証の写 し
ウ 限度額適用認定証又は限度額適用 。標準負担額減額認定証 (以下「限度額適用
認定証等」とい う。)の写 し
キ 申請者の住民票の写 し    |
オ 入院記録票 (医療の給付を受けようとする日の属する月以前の 12月 以内に、
指定医療機関において第 3条第 2項に定める肝がん ,重度肝硬変入院関係医療 (高

額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数がR九に 3月 以上あること!が記
録 されているもの)の写 し
(2)70歳 以上 75歳未満の申請者
ア 個人票等
Iイ
 申請者の氏名が記載 された医療保険の被保険者証と・高齢受給者証の写 し   

―

ウ 限度額適用認定証等の写 し (但 し、所得区分が一般 1こ あたる者を除く)
工 所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税課税・非課税証明
書類

オ 申請者の住民票の写 し。ただし、所得区分が一般にあたる者は、申請者及び申
請者 と同―の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写 し

力 入院記録票 (医療の給付を受けようとする日の属する月以前の 12月 以内に、
指定医療機関において第 3条第 2項に定める肝がん。重度肝硬変入院関係医療 (高

額療養費が支給 されるものに限る。)を受けた月数が既に 3月 以上あることが記
録 されているもの)の写 し
(3)75歳 以上の申請者
ア 個人票等
イ 申請者の氏名が記載 された後期高齢者医療被保険者証の写 し
ウ 眼度額適用認定証等の写 し (但 し、所得区分が一般にあたる者を除く)
工 所得区分が一般にあたる者は、申請者及び世帯全員の住民税課税・非課税証明
書類

オ 申請者の住民票の写 し。ただし、所得区分が一般にあたる者は、申請者及び申
請者 と同一の世帯に属するすべての者について記載のある住民票の写 し

力 入院記録票 (医療の給付を受けようとする日の属する月以前の 12月 以内に、
指定医療機関において第 3条第 2項に定める肝がん。重度肝硬変入院関係医療 (高

額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に3月 以上あることが記
録 されているもの)の写 し



2 65歳 以上 75歳未満の者が、ど後瑚高齢者医療制度に力日入している場合は、前項
第 3号の75歳以上の申請者の例によるものとする。

(姑象患者の認定及二び参力日者証の交付 )

第 10条 知事は、申請者から交付申請書等が提出 されたどきは、個人票等に基づき、
肝臓の専門医等で構成する肝炎等認定協議会 (以下 「認定協議会」とい う。)に意
見を求め、別添 1に定める対象患者の診断・認定基準 (以下 「診断・認定基準」に

より適正に認定を行 うものとする。

2 知事は、前項に定める認定を行 う際には、医療の給付を受けようとする日の属する
月以前の 12月 以内に、指定医療機関に:おいて〔肝がん ■

.重
度肝硬変治療入院関係医

療 (高額療養費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に 3月 以上あることを

確認するものとする。

3 矢回事は、第 1項に定める認定を行 う際には、申請者から提出のあった以下の書類に
基づき、申請者が第 4条第 1項第 3号の表の階層区分に該当する者であることを確認

した上で、
´
第 1項による認定及び第 2項による確認が行われた申請者が加入する保険

者に対 し、医療保険における所得区分の認定を行 うために必要な書類等を添えて照会

を行い、当該申請者に適用される医療保険における所得区分について参加者証の適用

区分欄に記載を行 うものとする。

(1)限度額適用認定証等
(2)高齢受給者証又は後期高齢者医療被保 [父者証
(3)そ の他所得の状況を把握できる書類

―

4 知事は、前項により医療保 [父における所得区分に係る記載を行つた申請者を対象
忠者 と認定 したときは、速やかに当該患者 (以下 「参加者」 とい う。)に対 し、参
加者証 (様式第 3号)を交付する。
5 参加者証の認定の有効期間は、原則 として同一患者について 1年を限度 とするが、

――――一―
 ―一必要と認める場合は、その期間―を更新(導 るす―一 二―__ ___― ―――

6 知事は、認定を否 とした場合、具体的な理由を付 して、その結果を申請者に姑 し、
肝がん 。重度月千硬変治療研究促進事業参加不承認通知書 (様式第 12号 )を交付す
:る。_

(認定の取消)

第 11条 参加者はミ参加者証の有効期間内に、第 8条第 3項に定める「研究に協力す
る同意の撤回をしたい等、認定の取消を求める場合、肝がん 。重度肝硬変治療研究

促進事業参加終了申請書 (様式第4号。以下「参力日終了申請書」という3)を、所
長等を経由して知事へ提出する。この場合、交付を受けている参加者証を添付しな

ければいけない。



2 知事は、対象患者が認定の要件を欠 くに至ったとき、または、対象疾患として不
適当と認めるものであるときは、その認定を取 り消すことができる。この場合、知

事は、肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加終了通知書 (様式第 5号。以下「参

加終了通知書」とい う。)を、参力B者へ送付するとともに、参加終了通知書の写 し

を厚生労働大臣に送付するものとするも

3 認定を取 り消すこととした参加者の認定の有効期 F日号は、参加終了申請書の受理 日
の属する月の月末まで有効とする。

4 参加終了申請書の提出によらずに知―事が認定を取 り消す場合は、認定を取 り消す
こととした日の属する月の末 日まで有効となるものとする。

(参加者が負担すべき額)  ~
第 12条 指́定医療機関において肝がんや重度肝硬変入院関係医療 (一の指定医療機
関における当該医療であってす部負担額が健康保険法施行令 (大正 15年勅令第 2
43号 )第 41条第 7項に規定する特定疾病給付対象療養 (以下 「特定疾病給付対
象療養」とい う。)に係 る高額療養費算定基準額を超えるものに限る。以下 「入院
関係医療」とい う。)を受けた参加者であうて、当該医療の行われた月以前の 12
月以内に指定医療機 関において入院関係医療 (高額療養t費が支給 され るものに限

る。)を受けた月数が既に 3月 以上ある旨の記載がある入院記録票を提示 した者は、

第 3条第 3項に定める医療に係る医療費 として、当該指定医療機関に対 し、第 6条

第 2項第 2号に定める金額を支払 うものとする。

2 2以 上の指定医療機関等で受療 したか加者が負担すべき額は、前項の規定による。
その場合、指定医療機関等は、参加者が提示する参カロ者証中の入院記録票に本事業

,の対象 となる肝がん 。重度肝硬変入院医療のみに要 した医療費の自己兵担額等を記

入 し、月間の自己負担累積額が自己負担限度額に達するまで、参加者から自己負担

金を徴収するものとする。 ^

(医療費助成事業費の請求 )

第 13条 保険医療機関等が各月に行つた治療に係 る第 6条第 2項に規定する治療研
究事業費を請求 しようとするときは、診療 (調剤)報酬請求書及び明細書を、支払
基金又は国保連に、所定の期 日までに提出するものとする。

2 第 6条第 1項ただ し書に該当する場合は、肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業
医療費償還払い請求書 (様式第 7号。 「以下 「償還払い請求書」とい う。」に、次

に掲げる書類を添えて、請求を行お うとする者 (以下 「請求者」とい う。)が所長
等を経由して知事に請求するものとする。

ア 請求者の氏名が記載 された被保「父者証、高齢受給者証又は 後期高齢者医療保 [父
証の写 し



イ 請求者の参加者証の写・し
ウ 請求者が指定医療機 F美号に入院して肝がん 。重度肝硬変入院関係医療 (高額療養
費が支給されるものに限ると)を

i受
けた参カロ者であ́うて、当該医療額療養費が支

給されるもの1千限る。多
を受けた参加者であつて、当該医`療の行われた月以前の

12月 以内に指定医療機関において陣 蛍ん 。重度堀干硬変入院関係医療 (高額療養
費が支給されるものに限る。)を受けた月数が既に3か月以上ある入院記録票の
写 し

工 当該月におしヽて受診 した企ての医療機関が発行 した領収書及び診療明細書

(参加者証の更新)    ~  f  i
第 14条 第 10条第 5項の規定により、参加者証の有効期 F日]満了後も引き続き助成を
受けようとする者は、第 9条に掲げる書類に、第 10条第 4項により交付 された参加
者証の写 し及び医療保険における所得区分の認定を行 うため に必要な書類等を添え

て、有効期間満了までに所長等を経由して知事に提出しなければならないと

2 更新の申請を行 う場合には、個人票等及び限度額適用認定証等の写 しの添付は要
しないものとする。   :     !
3 参加者証を更新する場合の参加者証の有効期間は、更新前の有効期間満了 日の 1
日後より1年以内とする。

(記載事項の変更 )

第 15条 第 10条第 4項の参加者証の交付を受けた参加者であって、当該参加者証の
記載内容に変更がある場合 (第 18条の場合を除く)については、当該参加者証を交
付した知事に対し、速やかに肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加に係る変更届

(様式第 10号)に参加者証及び変更箇所にかかる関係書類を添えて、所長等を経由
して知事に提出しなければならない。

2 欠日事は、前項の癌出があらた場合は(参加者証の記載事項を書き換えて交付するも
のとする。

(再交付 )

第 16条  参加者証を破 り、汚 し、又は失つたときは、肝がん 。重度肝硬変治療研究促
進事業参加者証再交付申請書 (様式第 11号)を、所長等を経由して知事に提出 してく
参加者証の再交付を受けることができる。

(他都道府県からの転出入 )



第 17楽 参加者が、他都道府県へ転出し、転出先においても引き続き参加者証の交付を
受けようとする場合には、転出日の属する月の輩月末 日までに、転出先の都道府県が定

める提出書類に参加者証を添えて転出先の都道府県知事に届け出るものとする。

2 が加者が、他都道府県から富山県内に住所を移 し、引き続き当該証の交付を受けよう
とする場合には、住所移転 日の属する月の翌月末までに、肝がん 。重度肝硬変治療研究

促進事業参加者転入届 (様式第 13号)に、次の各号にキ尼]げる書類を添えて、所長等を
経由して知事に提出するものとする。

(1)転入後の住民票の写し
(2)転入前に交付されていた参加者証
3 知事は、当該提出があつた旨を転出元の都道府県知事に伝達するとともに、転出日の
属する月の転出日前に肝がん 。重度肝硬変入院関係医療が行われていない場合は、第 3

条第 3項に定める医療に要 した医療費のうち、第 6条第 2項に定める金額を負担するも

のとする。    !
4 第 1項及び第 2項の場合における参加者証の有効期間は、原則 として転出日から転出
前に交付 されていた参加者証の有効期間の終期までとする。

(代理申請 )

第 18条 第 9条の参カロ者証の申請、第 11条第■項の参加終了の申請、第 113条第
´
2項

の償還払いの請求及び第 17条の他都道府県からの転出入の届出については、代理人に
手続きを委任することができるものとする。

(関係者の留意事項 )

第 19条 知事は、忠者等の精神的影響を考慮 して、本事業によって知 り得た事実の取
扱いについて慎重に配慮するよう留意するとともに、特に本人が特定され うるものに

係る情報 (個人情報)の取 り扱いについては、その保護に十分に配慮 し、関係者に封
してもその旨を指導するものとする。

(経過措置 )

第 20条 第 Ь条第 1項の規定については、 2020年 3月 31日 までに知事の指定を受
けた指定医療機関は、当該指定の効力を生ずるとされた日の 1年前から指定医療機関の

指定を受けていたものとみなして適用する。なお、その場合の遡及できる範囲は、平成

30年 4月 1日 までとする。
2 第 4条の規定については、平成 26年 3月 31日 以前に 70歳に達している 1割貪
担の者は、医療保険者が発行する高齢受給者証の一部員担金の割合が 2割 とされてい

る者 と読み替えて適用する。



(雑則 )

1 の セイこ 掟食い

めつ情報収集等を行うこと功ミできる.ものとすると

附 則

(施行期 日)
~5ヴ
要領ほ平蔵薄UttTワ明■羽菊

"る
f「てでして'要領Iの規F疋~〈第づ雰環面

~「==下=下

項、第■1条第 1項(第 1‐ 3条第2項ミ第 14条第■項、第 15条く第 16条、第 17
条第 2項に限る。)は、富山県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一
部を改正する条例及び富山県知事の権恨に属する事務の処理の特例に関する条例に基づ  !
き市口

'「

村が処理する事務の範匪lを定める規則の下部と改正する規則の施行の日から施行・

する。    |

附 則     ŕ

この要領は、平成 31年 4月 ■日!か ら施行する。



傷lJ添 1)

肝がん・重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の診断・認定基準

医師が肝がん。重度肝硬変 (非代償性肝硬変)と診断し、臨床調査個人票を作成 しヽ それに

基づき都道府県知事が認定する際の基準を以下の通り定める。

○ウイルス性であることの診断 :認定 :              i
■)「 B型肝炎ウイルス性」であることは(HBs抗原陽性あるいは HBV―DNA陽性、のいずれか

を確認する。     ―          、         ・

*B型慢性肝炎のHBs抗原消失例を考慮し、HBs抗原陰性であつても過去に半年以上継続する

IIBs抗原陽性が認められるものは、含まれることとするb             :
2)「 C型肝失ウイルス性」であることは、HCV抗体陽性 (HCV―RNA陰性でも含む)あるいは
:HC卜R叫 陽性、のいずれかを確認する。               .

O肝がんであることめ診断 。認定

現在あるいは以前に肝がんであることを、原則として次のし`ずれかの方法で確認する。ただ

しく「肝がん」は原発性肝がん及びその転移のことをいう。             
「

。画像検査 |

造影CT、 造影MRI、 血管造影/造影下CT                  I
・病理検査   ｀

切除標本ミ腫瘍生検

○重度肝硬変 (非代償性肝硬変)であることの診断・認定

現在あるいは以前に重度庁硬変 (非代償性肝硬変)であ:る ことを、次のいずれかの基準で判代
定する。        |   ∫   ,         .
・Child一Pugh score  7点 以」L

・別添 3の 2に定める「重度肝硬変 (非代償性肝石更変)の医療行為」またはヽ4に定める「重

度肝硬変 (非代償性肝硬変)治療の医療行為と判断する薬剤等」のいずれかの治療歴を有

する。

つ



肝腎症候群

:        肝肺症候群
肝性昏睡

肝性脳症

肝性浮腫、

肝性腹水

i   肝浮腫
難治性腹水

一―
‐―――二――一二__=腹水症|――――

肝性胸水

肝細胞性黄疸

T=~(男隊 2) .

・
肝がん 。重度肝硬変 (非代償性肝硬変 )

1.肝がん患者であるかの判定基準

電子カルテ用 ICD10対応標準病牛

病名     戸■管審奇号 ICD10コ ■ド
月干捉言          2005デ 051 ,     C220

肝細胞癌  : 20057070   C220

原発性肝癌  
｀
20060439   C?20

肝細胞癌破裂 20099318   C220/K768

肝内胆管癌  20057132   C221

胆管細胞癌  20070164   C221

混合型肝癌  20087874   C227

肝癌骨転移  20087470   C795

21重度肝硬変 (非代償性肝硬変)患者であるかの判定基準

電子カルテ用 ICD10対応標準病名マスタ▼

病名       :   病名管理番号

の病名の判定基準

病名交換用 コ■ ド

′
C5L0

U7HP

HU4F

GDUC

YF8」                     →

PFSN

G3VC

FT2V                           I

病名交換用コー ド

S3TE:

RGML

R8R3

」13K

EF6」

BBlJ

VNRP

KHRO

N50L

E188

UBQ0

USD3

L8C7

_ _SQTN_

DROE

J4UY

JE9H

UFU2

HRMP

UAFB

TC7G

MBCP

F6F7

肝不全

非代償性肝硬変

慢性肝不全
[

B型非代償性肝硬変

C型非代償性肝硬変

20057155

20074455

20076391

20100410

20100412

20057092

20090073

20057095

20057096

20057097

20057098

20057156

20072330

-200子5376

20088105

20057071

20054220

20094926

20094925

20065291

20065292

20065293

20087148

ICD10コ ーード

K729

K746

K721

B181

B182

K767

K768

K729

K729

R609

R18

K768

R18

iR18:一 ―  ――

K769/」 91

K729

1864

1864

1864

1859

1850

1850

1859/1864

A  
胃静脈瘤

胃静脈座出血

胃静脈瘤破裂

食道静脈瘤

食道静脈瘤出血

食道静脈瘤破裂

食道胃静脈瘤



,肝硬変に伴う食道静脈瘤  20096774

肝硬変に伴う食道静乃庁К瘤出4201026い

門脈圧克進症    ・  20077171

甲獅圧売進症性冑症 :  ●2?9,1064

f尋脈圧声洋症性腸拝 :  子2999,5r'
I門

「
ば上克進症性冑腸症 i  200985誌

細菌性腹膜炎       20062390

K746/1982

K746/1982

K766

K766:

K766/K638

K766/K928

K658

」6S5

P711

G19D

P7M7_.

HJOQ

TEVN

EJSp′



(男町勃R3)                 ヽ

肝がん 。重度肝硬変 (非代償性肝硬変) の治療目的の

11肝がんの医療行為

診療行為名称

肝切除術 (部分切除)

肝切除術 (亜区域切除)

肝切除術 (外側区域切除)      _
肝切除術 (1区域切除 (外側区域切除を除く))

肝切除術 (2区域切除)

肝切除術 (3区域切除以上)       ・

肝切除術 (2区域切除以上で血行再建)

腹腔鏡下肝切除術 (部分切除)

K695-92  腹腔鏡下肝切除術 (外側区域切除)

K695-02  腹腔鏡下肝切除術 (亜区域切除)

K695-02  腹腔鏡下肝切除術 (1区域切除 (外側区域切除を除く))

K695-02  腹腔鏡下肝切除術 (2区域〕除)

K695-02  腹腔鏡下肝切除術 (3区域切除以上)

K697,03  肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (12 c m以内)(腹腔鏡 )「

K697=O&、 、肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 _(2住m以内)と !〈その地 >_
肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2cmを超える)(腹腔鏡 )

肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 (2cれ を超える)(その他 )

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 (腹腔鏡)

肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法 (その他)

手術

区分番号

K695-00

K695-00

K695-00

K695-00

K695-00

K695■ 00

K695-00

K695-02

請 求 ョー ド

150362610

150362710

.   150362810

150362910

■50363010

150363110

150363210

150348010

150348110

150388710

150388810

150388910

150389010

150378410

1氏∩R7RSl∩

ε

K697-03

K697-03

K697-02

K697●02

150378610

150378710

150378210

150378210

K615=00    血

K615-00

K697-05

(頭部、 腹腔内血管等)

血管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他 )

生体部分肝移植術      :

エタノ‐ル局所注入

経皮的針生検法

体外照射 (高エネルギー放射線治療)

ガンマナイフによる定位放射線治療

直線加速器による放射線治療

処置

」017-00

D412‐ 00

放射線治療

M001-00

M001-02

M001-03

150376810

150360710

150234810

1400509fЮ

160098010

180020710*

180018910

180026750半



逃

G003-00

0003-03

抗悪性腫瘍剤局所持続注入

肝動脈塞栓を伴 う 肝動脈内注入

130007510

130010410

170027110

抗悪性腫瘍剤
＼ヽ

画像診断                    ′     !

E003-00  造影剤注入 (動脈造影カテ■テル法)(選択的血管造影 )

*該当する区分の検査すべてを含む。       ・ :r     i

」008-00

」019-00

」010-00

」021二〇〇

と

手術

2.重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為

区分番号

K532と 00

K532-00

K532-02

K532-03

K533-00

K533-02

K615-00

診療行為名称                    、 請求コード

食道・胃静脈瘤手術 (血行速断術を主とする)   !   150136110
食道 。胃静脈瘤手術 (食遭離断術を主とする)       1561362fO
食道静脈瘤手術 (開腹)                 150136350
腹腔鏡下食道静脈瘤手術 (胃上部血行遮断術)｀       150366910

食道 ;・ 胃静脈瘤硬化療法 (内視鏡)   I      
Ⅲ
 150186510

内視鏡的食道 1胃静脈瘤結紫術   1           150270150
血管塞栓術 (頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術)

:                                      150,76,10

門脈体循環静脈吻合術 (門脈圧売進症手術)        119154510
胸水・腹水濾過濃箱再静注法    | 1         150159710
腹腔・静脈ジヤンドム″ブ設置術             150260450
ブミルとン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術           150401110
】卑摘出術                         150179810
腹腔鏡下牌摘出術           :        150271850
生体部分肝移植術                ́   150284819

Ж621-00

K635工00

K635-02

K668-2

K711

K711-2

K697-05

胸腔穿刺             ∫ =

持続的胸腔 ドレナージ

腹腔穿刺 (本工気腹、洗浄、注ハ及びつF液を含む)

持続的腹腔 ドレナエジ

処置

画像診断

E003-90  造影剤注入 (動脈造影ガテーテル法)(選択的血管造影 )

*該当する区分の検査すべてを含む。

140003210*

140004110

140003610

、140004510

170027110

3.肝がんの医療行為と判断する薬剤等 (一般名)
(1)化学療法       ‐

殺細胞性抗癌剤 :エ ピルビシン、 ドキツルビシン、シスプラチン、ミリプラチン、
シン C、 フアレオロウラシル、ゲムシタビン、テガフール 。ウラシル等

ヤイ トやイ



分子標的治療薬 :ノ ラフェ三ブ、レゴラフェニブ、レンバチニブ等

(2)鎮痛薬
1

オピオイド:モルヒネ、フェンタ ル、ペチジン(ブプレノルフ ン ペンタゾシ エ プ ゾ

シンiト ラマ |ドァル、_オキシ|ユ ドン等 ,  1

4.重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の医療行為と判断する薬剤等 (二般名)     、
(1)肝性

予
腫・腹水治療秦 Υ

可尿薬)l
肝性浮腫あるいは腹水、難治性腹水等の病名を有し、かつく下記薬剤を投与している場合に

は、重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の対象医療と判断する。
・バブプレッシン受容イ本拮抗薬 :トルバプタン     く

・ループ系利尿薬 :フ ロセミド、ブメタ手ド、 トラセミド、プレタニド、アゾセミド
・カリウム保持性利尿薬 :ス ピロノラクトン、 トジアムテレン、カンレノ駿カリウム

(2)肝性脳症治療薬    ′F
肝性脳声正の病名を有し、効能又は効果としてイ慢性肝障害時における脳症の改善」を有する

薬秀ll:(商品名 :ア ミノレィミン、テァレフィス、ど井,レバン、モリ・ヘパミ・ン)による治療が実施さ

(3)抗ウイルス治療薬

効熊又は効果として「HC(RNA陽性のC型非代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」を有

する薬剤による治療が実施されている場合には、重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の対象医療と

判断する。ただし、肝炎治療特別促進事業において、非代償性肝凍変 (Chilo一 Pugh分類B及び

C)に対するインターフェロンフリー治療の対象息者と認定された者に限る。

5,その他の医療行為

‐      別添 2「月〒がん 。重度肝硬変 (非代償性肝硬変)の病名の判定基準」に記載のある病名があ
り、入院で次に示す医療行為が行われた場合、本事業の入院医療と判断する。            k
・肝がんが肝臓以外に転移した時に転移巣に対して行われる手術 (腫瘍摘出術等)  ′
。肝がんが胆管に浸潤するなどした場合の減黄治療 (内視鏡的胆道 ドレナージ等)

一一――す
一―-1-円

脈而種雇正好ア覆霜所萄訂 (保険適用のある薬剤に限る〉 i_「「  =「
~~下
「
下T~T~~~|

・`上記以外であって、肝がん又は重度月千硬変 (非代償性肝硬変)により発生したことが明ら
かな合併症状に対する治療を目的とした入院であるとして、本事業の入院直寮と判断する  ~
もつ。なお、当該医療行為:にづいては、二事前に都道府県を通じてその内容

情報提供するものとする。



様式第 1号

※ 受給開始月

ー

ー

榜会・組合・船員,共済
甲保il率ユ合・一般"退職li l

月干̀がん
。重度肝硬変治療研究促進事業にういて説明を受け、本事業の趣旨を連解し、同意するの

でく
:肝
がん 。重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の (1新規‐ 支薪

.)交
付を申請します。 ●

年  月  日    |                :
申請者氏名               印 

｀

1.あ り      2.な し

公費負担者番号・受給者番号 (

有効期間 (   4年  月  日
)

日).

(電話

一Ｔ

肝がん :重度肝硬亦ぇ治療研究促進事業参加者証交付申詩書 …

( 新規 更新 )

※太枠欄は、厚生セン 入 。



(様式第2号)

臨床調査個人票及び同意書

検 査 所 見

‐
前医
(あれば記
載する)

男1女

されることに同意します。

印

印

年  月  日同意年月日

,患者氏名
(代誌者の場合は代諾者の氏名

一二(3J彫移和嫁 陰 る)――
□月干がん
□重度肝硬変
口重度肝硬変

!      (C型肝炎ウイルスによる)
(非代償性肝硬変)(B型肝炎タイルスによる)

(C型肝炎 ルスによる)

当するすべての項目 エックを入れると
上T_日媚勢ミん_

造影CT(
切除標本、

にチ■ックを入れる)(該当する項
□

□

造影MR:、
腫瘍生検

□ 血

(検査 日
管造影/造影

年

下 CT)
月

(検査
日 )

日

と。

「
         ::市でで|千準幹れる)
HB卜DNA陽性 (検査調 :   年   月   日)  ‐
□ HBs抗原消失例 (過去に6ヶ月以上間隔を空けて実施した連続する2回の測定結果でHB`抗原陽性で
ある)  ―  ――|―              ′

2.C型肝炎ウイルネマーカー(該当する項目にチェンクを入れる)

:醤辞梁(鹿疑塩磐者
:: 
毎 名 習)

er血液検査 (検査日:   年  月  日)
: AST, i    i~―  U/L 、 ALT      _ Uノ /L
血清アルブミン___g/!L  血清裕 リゞルビン___mg/dL

4.身体二月斤見(該当する項目にチェッタを入れる)(検査日:   年
1掃鶴きる憲観 留紀ξ違(ittL汀

血小板数  ___/μ ■
プロトロンビンロ寺間 二 %

日)      ´

癬 置::写V景鱗朧:: 年 月 日)日)

辱療警関名

医師名

電話番号

郵便番号

(

年 丹 (満  歳)

生午月日(年齢)



i暉華 騨 輯 入と■管 デ■饗 帯 講 薇め:

ユ警省キ:i
焼妹翔猿翁身″よ交荘を導た久訪渤彰珍,歳″:簿孵鵞嘗猜フ″全とヽ

|:.:
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・
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―様式第 3与 =

交 付 年 月

知

及 印

名事

び

自己負担:月 :額

保 険ヽ 者 番 1号

生‐年 月 日

住 ∴ 所

公費負担医療の

受 給 者 番 f号

富山県知事   石井 隆一

月

一
月

白
一至

日

日

i午 :エ

年|

肝カ 薫度肝硬変治療研鶏促連事業参加者証んヾ



注意事項 ~~■  
…
……  「― =  i

■1本証を交付ざれた方
'ま

t肝がん 1重度肝硬変治療iiなり、Pの条件と満|々した場合に限り、別に定める)

i.     r.            :_li  l

Fの警寮の管暑によつてはヽ条件!=満だヽ ないこ|に 、
′ゝ。     r i       .′  ∫l  i :| |:  :i

7■体証の有効期甲,清了佐F引き続
=本
事業に参力Hするξ習呼肇輩軍苫犠暮至1錦:請讐と警基讐督ど

|∵

iげ
4錦|〒瞥亀蔀扉珊:!舗窪

i持畢梁唇で轟隷熙i奮て景臨

誉い。   ′         .‐    li  l  l～  l ri f

l山市保偉所にその青を庸けれてください: : :‐

札ξ籐輯 E粋軽轟装勢響甲Ⅲ騨帯尋學,||1言i辛 i



「~~様 式第 4号

年 月 日 <!

申請者氏名 印

富山県知事 石井 隆一 殿

肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業について説明を受け、本事業の趣旨を理解し、厚生労働省の研究

事業に臨床データ (臨床調査個人票等)を提供し、活用されることに同意して本事業に参珈しておりまし
たが、今般、同意を郷〔回することとし、事業入の参加を終了することとしたいので申請します。
なお、本申請書の受理日の月の末日まで、臨床データ (臨床調査個人票等)が活用されることについて

めらかじめ了承いたします。

1.:自 分の臨床デ‐夕を活用されたぐない

2.医療費の助成を受けたくない
3,その他 (      ―

肝がん `重度肝硬変治療研究促進事業参加者証□

自

至 _月 .

日

男 ・ 女



様式第 5号

醐 成 命J度 の
不1 用 1実 績

者 証 の

効  期 :間
(直
i遊
:の :ヽの )

参l tti

ぷ

氏

な

名

リ   カ甘

1公費負担医療の

受給者番号

公費負担者番号

年  丹  日

富山県知事 石井 隆〒  ③

参加終了申請書の提出

その他 ( i  ■i2.

自

至
・

一年
一年
一

目

一日

日

日

一

′

，
一
　

．
・

一丹‐一
舟

一一
４．



様式第 6号

【お願い】

肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業入院際療記録票

O患者さんへのお駁い _ _ _ _      __ _―  一 一千・ ~~~   ~―  ■ ― =

`ぞ

:ヨ寄3重巨肇醤霞落:ξiξ華訴二手ii33電豊し誓幸鱒鵠ぞ輝好層彗醍ittTrTIだ
きい。

:肝硬李

^院

関係底事にかかる記録の記載どお歳い致しま魂

任 P′「

氏名

性別 「

生年月日 年 月 日

〔小岳 H'

鶴 院日)

〔ハ瞬日,

日付 医療機関名 (印 )

冒謂酵軽釜癖観
院留尋係医療

口実施要観第3粂第2項に定
めるF力fん 。重度肝硬変入
塊関係医療

医漂内容

00円 ｀
|▽▽円 ・ ◇◇円△△円

0●円

▽▽円f△△円

OO刊 円

保除覆房1

中会東鼻担医零の喜44
被保除者証の言己■・番号

保険者番号

①当該月

(注 1)

① 当該月

限)

付対象療貴と

自 き て

。ヽ上記②の数a富ど,1「4/12」 以上である場合|こえ、特定疾病給

1万円

してください。上記②の数値が「4/12」 以上でのる場合lユ、特定察病お

②

きは、 ります。

その領とな ます。

自

②

(注」)

(注 2)
ください。

1 2」 当

とに

月において
己負担額を

指定医療韓D□ごとに、
五日!とした月数のカウして、

該月以前お
その自
2

ン

/12

拗

医療機関名 (印 )

嫌韓
第

肝

条

度

釣

い
嚇

口

め
院

観
・

第

肝

弾拶嘘ツ

医療内容

△△円

OO円

OO円

△△円

●●円

◇◇円

0●円

▽▽円 ◇◇円

保険雑崩

保険者番号

機保険者夏の記号・番号

「 4 1 2」
と

で

2月 において
真E負担類を

指定医療機関ごとに、
万円とlッ■月数のカウして

以前の
そ の ン

車瑠

日付 医療機関名 (印 )

“漿韓
籍
研尋る肝がん．重叫

口

め

院

医療内容

△△円 ▽▽円 ◇◇円

OO円

△△円

●0円

▽▽円 ◇◇円

:   窓口支払種 保険者番号

襟保蔭者猛の配;・ 番号

①

②

(注 司)

し

限)を記入してく

月において
己負担額をして その

2
自 万円とした月

指定医療機関
数のカ
とに、
ウン ト

差肇畢暴馨亀尭阜月録寄掛丁レ令呼
関IFTの
P

“
車

瑠
勲

嵯 2)上記②に該当する場合1ま、特定疾
藝筆曇尋吾詈唇曇懸F昆雰曇置雇号蜃ξデ

額を記入してください。上記②の数値が「4/12」 以上である場合は、特定疾痛給付対象療貴としての多数□該当の春



様式第 7号

富山県知事 石井 隆‐ .殿

肝がん・車度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書

年   月1   日

請求者 (参加者)住 所 〒

肝がん。重度肝硬変治療研究促進事業の医療費を下のとおり請求します:

なお、支お金額は及Q.白
=に

振り込んでくだきい1   1  1 i!

当該月にやいて軍診レ々 全ての医療協〔関が発行した領 び診療明組書

2

3

⑤ 債主名 (変更,マ 登録書‐   :      ll   .: ■● ｀・
⑥‐高額療養費葉給決定通知書ol:高績療養責眼度額適用誌定証 (コビ■)来該当者あみ

蓄本煮(参加者)の
"帥

弾1必ず呼印レてぐだきいと   i it‐
振込口座につ

1し てヽイま、請求者 (参カロ者)の名義の自座を調載レてくださセ`?   :

振込口座・
(請求者)

が な

参加者氏名

口座

番号

(金融機関名) 支店

公費負担医療
の受給者番号|

支店コエド
iIIrr「 I「 :II
:!   !

/
種別

記入

決定額
百万 十万 万 十 円



様式第 8号

年   月 日

肝がん 。重度肝硬変治療研究促進事詳指定医療機関指走申請書

富山県知事 石井 隆一 殿

抑設者の住所(法人の場合は主たる事務所の所在地)

開設者つ氏名l法人の場合は法人の名称と代表者の職t氏名)

Tがん!重度肝硬変治療研究促連事業による
請しますと           ! |  |

指定医療機関として指定を受けたいので申

なお、指定の上は、富山県肝ダん
i重度肝硬変治療併究促進事業実施要領の定あるとこ

ろに従って、医療を担当します。

記

開

設

者 氏名 (※ 2)

准差デ所計(※ 1)「
~

開 設 年 月 日

医療機関コエド

そ

れた場合イこは 公費負

し

担医療の

に必要な

請求医療機関 と

対応

し

に

て

つ

公

ψゝ

費の

て協カ

請求 を

9 る

行 つ

と

⊂ と

・肝がん,重度肝凍変患者がいる場合、本事業についその説明及び入院記録票あ交付
:

●を行うこと。|
。1入院記録票の記載を行うこと。          .           、
こ患者から「依頼があうた場合に|ほ子汗がん。重度肝硬変入院虞療に従事している送師
に個人菜等を作成させ、交付すること。

添3に定める医療を行う
とができる施設で ある

口_富山県肝がん。

以 に指当

特

も

(

該

の

月

と

以

し

日V

て

高額療養

の

費

1 2

本事

月

業の

が支給き
内

れ

対象

る

と

も

な

の

る

イこ限

肝が

る

ん

定医療機関

)

に

重

お V

を受

ゝ

す

て

た

肝

月

が

数

ん

康肝硬変入院
が既

関

イこ

係

3 月

医療

重度肝硬変

以上ある

入院関
場

係
△
口 の

■部負担額が

医療

病 院 診療所 (有床)

る事務所の所在地 ※2)開設者が法人の場合は、法人の名称及び代表者氏名
※ 1)開 、法人の主た



様式第9号

富中県肝がん。車度庁演変治療研究促進事業指定医療機関名簿
i¨ r,一 . lr <20■3年12月報告版>~・ i… す ●

種類 (※ 1)
ビロ

電話番号 医療機関コード :所在Pと

※ 1

※2i

ti!※ 3

種類につ
'

する月から、医療費
・ち

，

力

●

・月

勇属の
日の
１
確

「i.|■ ■ |―

（
一一一．一・一一
，
一一
一
一一・．・

li=::|:11
i■■■|:‐
|||' |::  '・ .



様式第 10与

―積油県知幸  石井下隆=~~殿 ~
申講

:  ~戸がん●重        遷事業参加に係
下記のとおり変更しましたので届出ウ.ますi  :′

/      r    i記 |

所
名

・住

氏
一

年

る変更届

(連絡先

:      '        . :

有 効 :期 間

被保触 関名

被保険者証記号番号ィ

保 険 種 類

者

名

険
・

郵 便 番 号

区    分

月‥

年 月

二(参加者との続柄 ::

丹

年

日～
:

月 日

|(参加者との続柄

変 更 後

・確認日:
:確認先I(

年 月

ンタ
=・ 支所
、

日

)病院  主治医名

月

注li.変更のなし て下さい。
2:氏名・住所の変更の場合は住民票の写し及び参加者証の専しを添付して下さい。
被保険者証の変更の場合は新しい被保険者証の写し及び参加者証の写しを添付して下さい。



様対第lr号

年

石井 !隆― =段

申講・ 働

辞オ詭1纂鵬基赫継曇錦義暴品驀

先一離
・

――――‐
ど  歎基】轟とし

:塾
?守l手ITfFt甲期蝉 li.i.二●■■工1■●‐I■
注
i● III・

=,~! 
下r●主
、    | '      r              i   f

~:■:  ■ iI■ !!

華移歳締 ■!

…・ ‐1■■■
｀
ィ上 …

■‐一 ∵甘…
●すれ

1記

■|:当孝事事にO白]々 ,けセ下さい|

注 2:汚損、被損つ場合は芝給者註を添付して厚生セシター (支ゅ l言山市保健所に
提出して下さい。I



 ヽ                          一
~~~~‐ … …~r― ―――二― i f「 :~~~~~ ~ ~

様手式察1・2与

肝がん,重度肝硬変治療研容促峰事業参加不承認通知書

!  年1 月 IF付 |テで申請のあった肝がん・重産肝硬変治療研究促進事業参加者証
?交o申請について(警査9結果手下記の理:111よ

'否

承訟14'ましたのでお
―宍口らせ■革

すj    .■  _●      | ド 、|   :      ||   :.

理 由



様式第 13号

肝がん 。重度肝石愛変治療研究促造事
:業‐
参=カロ著転八居

f

‐
           |:      : 、             :

※太枠欄は、厚生センター (支所)、 富山市保健所で記入。
(添付書類) ・移転元の都道府県が交付した肝がん。車度肝硬変治療研究促進事業参加者証の写し

・転入後の住民票の写し         | :

所 地在

被保険者証発行機関名

被保険者氏名

:露奏i孟春1芯員、1未露:
担奪I骨合li響:|→聟i!:響:

1軽得疎青証?―
記 号■ 番号 :

参加者との続柄

富中県へ転入してきましたのでェ届け出ます。

参加者氏名 印

富山県知事 石井 隆4 殿






